
【議案 2】深谷市地域公共交通計画の計画期間について 

 

■地域公共交通計画の位置付け 

・「 深谷市地域公共交通計画」を地域公共交通全体のマスタープランと捉え、

市民の足となるコミュニティバスを運行するためのアクションプランと

して コミュニティバス くるリン」再編計画」を位置付ける 

 

 

■計画期間について 

・「 深谷市地域公共交通網形成計画（平成 31年策定）」は計画期間を５か年として策定 

・「 深谷市地域公共交通計画」では、次期コミュニティバス くるリン」再編計画を見据えた計画期間の設定が重要 

・深谷市における地域公共交通に係る課題【議案３】を解決するため、本計画は７か年として策定予定 
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